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規 則

�愛媛県規則第１号
愛媛県会計規則の一部を改正する規則を次のように定める。

令和７年１月１７日

愛媛県知事 中 村 時 広

愛媛県会計規則の一部を改正する規則

愛媛県会計規則（昭和４５年愛媛県規則第１８号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

（会計管理者等の事務の一部委任）

第７条 会計管理者をして出納員に委任させる事務は、次のとおり

とする。

�・� 省略

� 総務部総務管理局行政経営課総務事務管理室長及び主幹に委

任させる事務は、本庁各課又は地方機関に属する会計事務のう

ち、給与（非常勤の特別職の報酬を除く。以下この号において

同じ。）、児童手当及び給与の支出に係る共済費の支出又は旅

費の支出の集中処理業務に係る支出負担行為の確認に関するこ

と。

�～� 省略

２ 省略

（現金の払込み）

第２４条 会計管理者等は、現金の収納をしたときは、払込書（様式

第１１号）によりその日に指定金融機関等に払込みをし、領収書を

徴さなければならない。ただし、特別の理由があるときは、現金

を収納した日の翌日（その日が指定金融機関等で出納を取り扱わ

（会計管理者等の事務の一部委任）

第７条 会計管理者をして出納員に委任させる事務は、次のとおり

とする。

�・� 省略

� 総務部総務管理局行政経営課総務事務管理室長及び主幹に委

任させる事務は、本庁各課又は地方機関に属する会計事務のう

ち、給与

の支出又は旅

費の支出の集中処理業務に係る支出負担行為の確認に関するこ

と。

�～� 省略

２ 省略

（現金の払込み）

第２４条 会計管理者等は、現金の収納をしたときは、払込書（様式

第１１号）によりその日に指定金融機関等に払込みをし、領収書を

徴さなければならない。ただし、特別の理由があるときは、現金

を収納した日の翌日（その日が指定金融機関等で出納を取り扱わ
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ないときは、その取り扱う最初の日）又は会計管理者が別に定め

る日までに払い込むことができる。

２ 前項の規定にかかわらず、収入受託者

は、歳入の徴収又は

収納をしたときは、遅滞なく指定金融機関等に払込みをしなけれ

ばならない。

（繰替払のできる経費）

第６０条 繰替払をすることができる経費は、令第１６４条第１号から

第４号までに規定するもののほか、次の各号に掲げる経費とし、

当該経費に繰り替えて使用させることができる現金は、それぞれ

当該各号に掲げる現金とする。

� 物品の売払代金を繰り替えて使用する場合における当該物品

の売払手数料 当該物品の売払代金

� 指定納付受託者が委託を受けて納付する収入金の取扱いに係

る手数料 当該収入金

（支払済の表示）

第７３条 会計管理者又は室長は、支払済となつた支出命令書等又は

支出負担行為決議書兼支出命令書等には、日付の表示のある支払

済の印を当該書類に押印しなければならない。ただし、別に定め

る ものについては、支払年月日を記録した

電磁的記録をもつて、当該支払済印の押印とみなす。

（検査調書の作成）

第１６４条 法第２３４条の２第１項の規定による検査を実施した者は、

検査完了後速やかに当該検査の内容を明らかにした書類（以下

「検査調書」という。）を作成しなければならない。ただし、契

約書の作成を省略した契約並びに単価契約及び長期継続契約のう

ち別に定める契約については、支出負担行為の関係書類に、検査

の 年 月 日 及 び「検 収 済」、「使 用 済」、「使 役 済」、「掲 載

済」、「登記済」等を表示し、検査を実施した職員がこれに職氏

名を記載して 検査調書に代えることができる。

（証拠書類の作成）

第１８８条 証拠書類は、次の各号に掲げるところにより作成しなけ

ればならない。

�～� 省略

� 証拠書類に使用する印鑑は、当事者であることを確認できる

ものと

すること。

�・� 省略

２ 省略

第２３４条 省略

（電磁的記録による作成等）

第２３４条の２ この規則の規定により作成することとされている書

類等（書類、書面、文書その他文字、図形等人の知覚によつて認

識することができる情報が記載された紙その他の有体物をいう。

以下同じ。）については、当該書類等に記載すべき事項を記録し

た電磁的記録の作成をもつて、その作成に代えることができる。

この場合において、当該電磁的記録は、当該書類等とみなす。

２ 前項の規定により電磁的記録の作成をもつて書類等の作成に代

えるときは、第１８８条第１項第７号及び第８号の規定は適用しな

い。

３ この規則の規定により作成することとされている書類等のう

ち、第１項の規定により電磁的記録をもつて作成される契約書に

ないときは、その取り扱う最初の日）

に払い込むことができる。

２ 前項の規定にかかわらず、法第２４３条の２第１項の規定による

歳入の徴収又は収納の事務の委託を受けた者は、歳入の徴収又は

収納をしたときは、遅滞なく指定金融機関等に払込みをしなけれ

ばならない。

（繰替払のできる経費）

第６０条 繰替払をすることができる経費は、令第１６４条第１号から

第４号までに規定するもののほか、物品の売払代金を繰り替えて

使用する場合における当該物品の売払手数料

とする。

（支払済の表示）

第７３条 会計管理者又は室長は、支払済となつた支出命令書等又は

支出負担行為決議書兼支出命令書等には、日付の表示のある支払

済の印を当該書類に押印しなければならない。ただし、旅費の支

出の集中処理業務に係るものについては、支払年月日を記録した

電磁的記録をもつて、当該支払済印の押印とみなす。

（検査調書の作成）

第１６４条 法第２３４条の２第１項の規定による検査を実施した者は、

検査完了後速やかに当該検査の内容を明らかにした書類（以下

「検査調書」という。）を作成しなければならない。ただし、契

約書の作成を省略した契約並びに単価契約及び長期継続契約のう

ち別に定める契約については、支出負担行為の関係書類に、検査

の 年 月 日 及 び「検 収 済」、「使 用 済」、「使 役 済」、「掲 載

済」、「登記済」等を表示し、検査を実施した職員がこれに職氏

名を記載し、押印をして検査調書に代えることができる。

（証拠書類の作成）

第１８８条 証拠書類は、次の各号に掲げるところにより作成しなけ

ればならない。

�～� 省略

� 証拠書類に使用する印鑑は、当事者であることを確認できる

ものとし、同一事件に係る関係書類の印鑑は、同一のものを使

用すること。ただし、改印のため同一の印鑑を使用することが

できないときは、改印した旨の届書を添付すること。

�・� 省略

２ 省略

第２３４条 省略
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�愛媛県告示第２３号
生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第４９条の規定により、医療

機関を次のように指定した。

令和７年１月１７日

愛媛県知事 中 村 時 広

�������
�愛媛県告示第２４号
生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第５０条の２の規定により、

指定医療機関から次のように廃止した旨の届出があった。

令和７年１月１７日

愛媛県知事 中 村 時 広

は、電子署名を行うものとする。

４ 第１項の規定により電磁的記録の作成をもつて証拠書類の作成

に代える場合は、第１８７条の規定の適用については、当該電磁的

記録を原本とみなす。

附 則

この規則は、公布の日から施行する。

�愛媛県告示第２５号
生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第５４条の２第１項の規定により、介護機関（介護予防事業者）を次のように指定した。

令和７年１月１７日

愛媛県知事 中 村 時 広

�愛媛県告示第２６号
生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第５４条の２第５項において準用する同法第５０条の２の規定により、指定介護機関（居宅介護支援事

業者）から居宅介護支援事業を行う事業所の名称を次のように変更した旨の届出があった。

令和７年１月１７日

愛媛県知事 中 村 時 広

�愛媛県告示第２７号
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（平成１７年法律第１２３号）第５４条第２項の規定により、次のとおり指定自

立支援医療機関を指定した。

令和７年１月１７日

愛媛県知事 中 村 時 広

医療機関の名称 医療機関の所在地 指定年月日

愛らんど薬局 上灘店 伊予市双海町上灘甲５３５０
－１０ 令和６年１０月１日

イオン薬局今治馬越店 今治市馬越町４－８－１ 令和６年１１月１日

マック東温野田調剤薬局 東温市野田３丁目５０４－
１ 令和６年１１月１日

医療機関の名称 医療機関の所在地 廃止年月日

エ ン ゼ ル 薬 局 上 灘 店 伊予市双海町上灘甲５３５０
番地１０ 令和６年９月３０日

西 本 医 院 上浮穴郡�万高原町�万
２９２番地の６ 令和６年９月３０日

介 護 機 関 （ 介 護
予 防 事 業 者 ）
の 名 称

主 た る 事 務 所 の

所 在 地

介 護 予 防 事 業 を 行 う 事 業 所
指 定 年 月 日

名 称 所 在 地

医療法人社団 門の内会 愛媛県西条市周布３３１番地１ 老人保健施設コスモス 愛媛県西条市周布３３８番地 令和６年９月１日

介 護 機 関 （ 居 宅
介 護 支 援 事 業 者 ）
の 名 称

主 た る 事 務 所 の

所 在 地

居 宅 介 護 支 援 事 業 を 行 う 事 業 所
変 更 年 月 日

名 称 所 在 地

医療法人社団 門の内会 西条市周布３３１番地１

（変更後）
ケアプランセンターコスモス

西条市周布３３８番地 令和６年９月１日
（変更前）
西条市在宅介護支援センター
コスモス
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�愛媛県告示第２８号
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（平成１７年法律第１２３号）第５４条第２項の規定により、次のとおり指定自

立支援医療機関を指定した。

令和７年１月１７日

愛媛県知事 中 村 時 広

�愛媛県告示第２９号
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（平成１７年法律第１２３号）第５４条第２項の規定により、次のとおり指定自

立支援医療機関を指定した。

令和７年１月１７日

愛媛県知事 中 村 時 広

�愛媛県告示第３０号
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（平成１７年法律第１２３号）第５４条第２項の規定により、次のとおり指定自

立支援医療機関を指定した。

令和７年１月１７日

愛媛県知事 中 村 時 広

�愛媛県告示第３１号
森林整備工事に係る競争入札等の参加者の資格及び資格審査に関する要綱（平成１５年５月愛媛県告示第１２５０号）の一部を次のように改正

し、告示の日から施行する。

令和７年１月１７日

愛媛県知事 中 村 時 広

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

指定訪問看護事業者等 訪問看護ステーション 担当しようとする
医療の種類 指定年月日

名 称 主たる事務所の所在地 代表者の氏名 名 称 所 在 地

合同会社いつき 伊予市下吾川３４１番地７４ 代表社員
西 本 弘 樹

訪問看護ステーションい
つき 伊予市下吾川３４１番地７４ 精神通院医療 令和７年

１月１日

名 称 所 在 地
開 設 者 担当しようとする

医療の種類 指定年月日
氏名又は名称 主たる事務所の所在地 代表者の氏名

トマト薬局 下吾川店 伊予市下吾川６４－２ 株式会社トマト 松山市西垣生町７７１－１１ 代表取締役
菊 田 基

薬局（育成医療・
更生医療）

令和７年
１月１日

指定訪問看護事業者等 訪問看護ステーション 担当しようとする
医療の種類 指定年月日

名 称 主たる事務所の所在地 代表者の氏名 名 称 所 在 地

合同会社いつき 伊予市下吾川３４１番地７４ 代表社員
西 本 弘 樹

訪問看護ステーションい
つき 伊予市下吾川３４１番地７４

訪問看護ステーシ
ョン（育成医療・
更生医療）

令和７年
１月１日

名 称 所 在 地
開 設 者 担当しようとする

医療の種類 指定年月日
氏名又は名称 主たる事務所の所在地 代表者の氏名

トマト薬局下吾川店 伊予市下吾川６４－２ 株式会社トマト 松山市西垣生町７７１番地
１１

代表取締役
菊 田 基

精神通院医療（薬
局）

令和７年
１月１日

改 正 後 改 正 前

（資格審査の申請）

第３条 省略

２ 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならな

い。

�・� 省略

� 省略

（資格審査の申請）

第３条 省略

２ 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならな

い。

�・� 省略

� 主要取引金融機関の取引証明書

� 省略
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�愛媛県告示第３２号
介護保険法（平成９年法律第１２３号）第７５条第２項の規定により、指定居宅サービス事業者から次のとおり指定居宅サービス事業を廃止

する旨の届出があった。

令和７年１月１７日

� 省略

� 省略

� 省略

� 省略

� 省略

様式第１号（第３条関係） 競争入札等参加資格審査申請書

� 省略

� 省略

� 省略

� 省略

� 省略

様式第１号（第３条関係） 競争入札等参加資格審査申請書

省略 省略

省略 省

略⑰主要保有機械器具 �法人役員、事業主、職員及

び常用労務者数

⑰主要保有機械器具 �法人役員、事業主、職員及

び常用労務者数

省略 省略

⑱労働福祉の状況 �経営業務管理責任者の略歴 ⑱労働福祉の状況 �経営業務管理責任者の略歴

省略 省略

⑲労働災害発生状況 �技術職員の略歴 ⑲労働災害発生状況 �技術職員の略歴

省略 省略

年度 件 件 年 月

年 月 ⑳主要取引金融機関名 年 月

年 月
��������������������������������

普通 当座 年 月
��������������������������������

年度 件 件 年 月 普通 当座 年 月

普通 当座 年 月

普通 当座 年 月

年 月 普通 当座 年 月

普通 当座 年 月

⑳入札、見積り、契 約 及 び

契約に基づく行為に使用

する印鑑

�過去３箇年間における最高

工事の経歴

�入 札、見 積 り、契 約 及 び

契約に基づく行為に使用

する印鑑

�過去３箇年間における最高

工事の経歴

省略 省略

注１・２ 省略

３ �及び�の欄は、経営業務管理責任者又は技術職員

が要綱第２条第１項第１号の表に掲げる要件を満たす

ことについて詳記すること。

４ 次に掲げる書類を添付すること。

�・� 省略

	 省略

� 省略

� 省略

� 省略

� �及び�に規定する税のうち納税の猶予等を受けた

ものがある者にあっては、当該納税の猶予等の許可

を受けた通知書の写し等

� 省略

注１・２ 省略

３ �及び�の欄は、経営業務管理責任者又は技術職員

が要綱第２条第１項第１号の表に掲げる要件を満たす

ことについて詳記すること。

４ 次に掲げる書類を添付すること。

�・� 省略

	 主要取引金融機関の取引証明書

� 省略

� 省略

� 省略

� 省略

� �及び�に規定する税のうち納税の猶予等を受けた

ものがある者にあっては、当該納税の猶予等の許可

を受けた通知書の写し等

� 省略
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愛媛県東予地方局長 客 本 宗 嗣

�愛媛県告示第３３号
児童福祉法（昭和２２年法律第１６４号）第２１条の５の３第１項の規定により、次のとおり指定障害児通所支援事業者を指定した。

令和７年１月１７日

愛媛県東予地方局長 客 本 宗 嗣

�愛媛県告示第３４号
児童福祉法（昭和２２年法律第１６４号）第２１条の５の２０第４項の規定により、指定障害児通所支援事業者から次のとおり指定障害児通所支

援事業を廃止する旨の届出があった。

令和７年１月１７日

愛媛県東予地方局長 客 本 宗 嗣

�愛媛県告示第３５号
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（平成１７年法律第１２３号）第２９条第１項の規定により、次のとおり指定障

害福祉サービス事業者を指定した。

令和７年１月１７日

愛媛県東予地方局長 客 本 宗 嗣

指 定 居 宅 サ ー ビ ス 事 業 者 の
名 称 又 は 氏 名

指 定 居 宅 サ ー ビ ス 事 業 所
廃止年月日 サービスの種類

名 称 所 在 地

医療法人明生会 指定訪問介護事業所「ふれあい」 愛媛県四国中央市金生町下分１２４３番地
の１長谷川病院ふれあい館 令和６年１１月３０日 訪問介護

事業者番号
指 定 障 害 児 通 所 支 援 事 業 者

指定障害児通
所支援の種類

指 定 障 害 児 通 所 支 援 事 業 所
指 定
年 月 日

氏名又は名称 主たる事務所
の 所 在 地 代表者の氏名 名 称 所 在 地

３８５０２００５５５ 合同会社大琉 愛媛県今治市高地町２
丁目乙４４１番地２４ 品 部 直 之 児童発達支援 めいめい 愛媛県今治市八町東２

丁目２－２３
令和６年
５月１日

３８５０２００５５５ 合同会社大琉 愛媛県今治市高地町２
丁目乙４４１番地２４ 品 部 直 之 放課後等デイ

サービス めいめい 愛媛県今治市八町東２
丁目２－２３

令和６年
５月１日

３８５１３００２８９ 特定非営利活動法人ぷ
かぷか

愛媛県四国中央市豊岡
町大町１２４番地１ 石 川 かおる 放課後等デイ

サービス
放課後等デイサービス
みかん畑

愛媛県四国中央市中之
庄町光明１２５１－１

令和６年
５月１日

３８５０６００４２４ 株式会社コミュニティ
ーメディカルサポート

愛媛県西条市玉津５８３
番地５ 田 坂 朗 児童発達支援 コミュニティーキッズ

ののか 愛媛県西条市禎瑞３２７ 令和６年
５月１５日

３８５０６００４２４ 株式会社コミュニティ
ーメディカルサポート

愛媛県西条市玉津５８３
番地５ 田 坂 朗 放課後等デイ

サービス
コミュニティーキッズ
ののか 愛媛県西条市禎瑞３２７ 令和６年

５月１５日

３８５０２００５６３ 一般社団法人 くろー
ばー

愛媛県今治市常磐町８
丁目４番２４号 倉 橋 宏 岳 放課後等デイ

サービス
放課後等デイサービス
よかくらぶ

愛媛県今治市常磐町８
丁目４番２４号

令和６年
５月１５日

３８５０２００５７１ 志エンボディ合同会社
愛媛県松山市山越２丁
目１－２８ ＮＰＯ法人
志リレーションＬａｂ
内

苅 田 知 則 児童発達支援 多機能型事業所 コー
ラルいまばり

愛媛県今治市旭町３丁
目４－１３

令和６年
１１月１日

３８５０２００５７１ 志エンボディ合同会社
愛媛県松山市山越２丁
目１－２８ ＮＰＯ法人
志リレーションＬａｂ
内

苅 田 知 則 放課後等デイ
サービス

多機能型事業所 コー
ラルいまばり

愛媛県今治市旭町３丁
目４－１３

令和６年
１１月１日

３８５０５００４１８ 一般社団法人愛媛障が
い児支援組合

愛媛県新居浜市船木３８
３６番地 鈴 木 喜代香 放課後等デイ

サービス ＨｉｇｈＴｏｕｃｈ＋ 愛媛県新居浜市船木３８
３６番地 １階

令和６年
１１月１日

事業者番号
指 定 障 害 児 通 所 支 援 事 業 者

指定障害児通
所支援の種類

廃止に係る指定障害児通所支援事業所
廃 止
年 月 日

氏名又は名称 主たる事務所
の 所 在 地 代表者の氏名 名 称 所 在 地

３８５０５００３０１ 株式会社ＯＮＥＣＡＲ
ＡＴ

岡山県岡山市中区浜三
丁目２番１７号 島 村 佳 宜 児童発達支援 おひさまきっず 新居

浜萩生事業所
愛媛県新居浜市萩生７３
９番地１０

令和６年
７月２２日

事業者番号
指 定 障 害 福 祉 サ ー ビ ス 事 業 者

指定障害福祉
サービスの種類

指 定 障 害 福 祉 サ ー ビ ス 事 業 所
指 定
年 月 日

氏名又は名称 主たる事務所
の 所 在 地 代表者の氏名 名 称 所 在 地

３８１０２００８６９ 社会福祉法人Ｓｉｇｎ 愛媛県今治市八町東６
丁目４番２２号 正 岡 弘 樹 就労定着支援 多機能型事業所パドル 愛媛県今治市八町東６

丁目４番２２号
令和６年
４月１日
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�愛媛県告示第３６号
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（平成１７年法律第１２３号）第４６条第２項の規定により、指定障害福祉サー

ビス事業者から次のとおり指定障害福祉サービス事業を廃止する旨の届出があった。

令和７年１月１７日

愛媛県東予地方局長 客 本 宗 嗣

３８１０５００７５５ ＮＰＯ法人サスケ工房 愛媛県新居浜市西町１
番３０号 白 石 光 廣 就労継続支援

Ａ型
サスケ・アカデミー新
居浜

愛媛県新居浜市西町１
番３０号

令和６年
４月１日

３８１０６００９６９ 株式会社ブルーミン 愛媛県西条市丹原町高
松甲２９１番地１ 松 本 浩 也 居宅介護 訪問介護事業所 Ｂｅ

ｆｉｒｓｔ
愛媛県西条市丹原町高
松甲２９１番地１

令和６年
４月１日

３８１０６００９６９ 株式会社ブルーミン 愛媛県西条市丹原町高
松甲２９１番地１ 松 本 浩 也 重度訪問介護 訪問介護事業所 Ｂｅ

ｆｉｒｓｔ
愛媛県西条市丹原町高
松甲２９１番地１

令和６年
４月１日

３８１０６００９６９ 株式会社ブルーミン 愛媛県西条市丹原町高
松甲２９１番地１ 松 本 浩 也 行動援護 訪問介護事業所 Ｂｅ

ｆｉｒｓｔ
愛媛県西条市丹原町高
松甲２９１番地１

令和６年
４月１日

３８１０６００９６９ 株式会社ブルーミン 愛媛県西条市丹原町高
松甲２９１番地１ 松 本 浩 也 同行援護 訪問介護事業所 Ｂｅ

ｆｉｒｓｔ
愛媛県西条市丹原町高
松甲２９１番地１

令和６年
４月１日

３８１０６００９５１ 特定非営利活動法人す
ばる

愛媛県西条市小松町新
屋敷甲３０９６番地４０ ジ
ョイオレンジ１Ｂ

荒 井 美 季 就労継続支援
Ｂ型

就労継続支援Ｂ型事業
所すばる

愛媛県西条市安知生２４
４－８

令和６年
４月１日

３８１０６００９４４ 一般社団法人きっくお
ふ

愛媛県四国中央市妻鳥
町２８７７番地１４ 鈴 木 修 一 就労継続支援

Ｂ型
就労継続支援Ｂ型事業
所の～さいど

愛媛県西条市飯岡１４２８
－１

令和６年
５月１日

３８１０６００９７７ 合同会社 まる福祉サ
ービス

愛媛県西条市三津屋南
１０－５ 森 沙也佳 就労継続支援

Ｂ型 森商店 愛媛県西条市三津屋南
１０－５

令和６年
７月８日

３８１０５００９４６ 株式会社ここモア 愛媛県新居浜市中萩町
１１番１１－１２３号 佐々木 宏 樹 居宅介護 ヘルパーステーション

ここモア
愛媛県新居浜市西の土
居町２丁目１３－４３ 新
楽ビル３階

令和６年
８月１日

３８１０２０１１４９ 株式会社しまなみサポ
ート

愛媛県今治市山路４６７
番地１ 八 木 啓 造 就労継続支援

Ｂ型
就労継続支援Ｂ型事業
所 サポートかけはし
南

愛媛県今治市町谷乙７４
－１４

令和６年
８月１日

３８１０２０１１０７ 社会福祉法人 来島会 愛媛県今治市北宝来町
２－２－１２ 越 智 清 仁 就労定着支援 ジョブサポートセンタ

ー ここすた
愛媛県今治市高橋ふれ
あいの丘１－３

令和６年
９月１日

３８１０２０１０６５ 特定非営利活動法人
作業所こまどり

愛媛県今治市菊間町長
坂２００１番地 堀 田 美沙季 就労継続支援

Ｂ型 職人集団２ 愛媛県今治市菊間町長
坂２００１番地

令和６年
１１月１日

３８１０５００２７６ 株式会社 フロンティ
ア

愛媛県新居浜市垣生四
丁目１番２９号 馬 越 健 就労継続支援

Ｂ型 しいたけの里 愛媛県新居浜市垣生三
丁目３番２９号

令和６年
１１月１日

３８１０６００９８５ ソーシャルインクルー
株式会社

東京都品川区南大井六
丁目２５番３号 松 下 展 千 短期入所 短期入所 西条西田甲 愛媛県西条市西田甲５６

６－１
令和６年
１２月１日

３８２０６００７６９ ソーシャルインクルー
株式会社

東京都品川区南大井六
丁目２５番３号 松 下 展 千 共同生活援助 ソーシャルインクルー

ホーム西条西田甲
愛媛県西条市西田甲５６
６－１

令和６年
１２月１日

３８１１３００８２５ 株式会社 ＴＳＵＤＯ
Ｉ

愛媛県四国中央市中之
庄町８７８－５ 大 西 卓 就労継続支援

Ａ型
就労継続支援Ａ型事業
所 ＫＡＫＥＨＡＳＨ
Ｉ

愛媛県四国中央市三島
宮川４丁目８１０番２

令和６年
１２月１日

事業者番号
指 定 障 害 福 祉 サ ー ビ ス 事 業 者

指定障害福祉
サービスの種類

廃止に係る指定障害福祉サービス事業所
廃 止
年 月 日

氏名又は名称 主たる事務所
の 所 在 地 代表者の氏名 名 称 所 在 地

３８１０２００１２５ 社会福祉法人 今治福
祉施設協会

愛媛県今治市南宝来町
１丁目９番地８ 村 上 誠 二 自立訓練（機

能訓練）
障害者支援施設 今治
療護園

愛媛県今治市町谷甲７５
６番地１

令和６年
３月３１日

３８１０６００４３１ 特定非営利活動法人
石鎚

愛媛県西条市神拝甲３２
４番地２ 山 下 育 子 就労継続支援

Ｂ型
就労継続支援Ｂ型ラ・
スリーズ

愛媛県西条市大町１６３０
－３

令和６年
３月３１日

３８１０６００１６７ 生活協同組合コープえ
ひめ

愛媛県松山市朝生田町
三丁目１番１２号 美 濃 欽 也 居宅介護 コープえひめ訪問介護

事業所 西条
愛媛県西条市神拝甲４５
４番地２

令和６年
３月３１日

３８１０６００１６７ 生活協同組合コープえ
ひめ

愛媛県松山市朝生田町
三丁目１番１２号 美 濃 欽 也 重度訪問介護 コープえひめ訪問介護

事業所 西条
愛媛県西条市神拝甲４５
４番地２

令和６年
３月３１日

３８１０６００１６７ 生活協同組合コープえ
ひめ

愛媛県松山市朝生田町
三丁目１番１２号 美 濃 欽 也 同行援護 コープえひめ訪問介護

事業所 西条
愛媛県西条市神拝甲４５
４番地２

令和６年
３月３１日

３８１０２００４０６ ＮＰＯ法人 すくらむ
ハート

愛媛県今治市大西町紺
原甲３０２－１ 渡 部 雄一朗 就労継続支援

Ｂ型 すくらむハート 愛媛県今治市大西町紺
原甲３０２番地１

令和６年
４月２６日

３８１０２００１３３ 社会福祉法人 東予福
祉会

愛媛県今治市朝倉南乙
４５７番地 後 藤 浩 文 生活介護 朝倉作業所 愛媛県今治市朝倉南乙

４５７番地
令和６年
５月１日

３８１０２００１３３ 社会福祉法人 東予福
祉会

愛媛県今治市朝倉南乙
４５７番地 後 藤 浩 文 就労継続支援

Ｂ型 朝倉作業所 愛媛県今治市朝倉南乙
４５７番地

令和６年
５月１日



愛 媛 県 報令和７年１月１７日 第５７６号

３６

��������������

��������������

�愛媛県告示第３７号
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（平成１７年法律第１２３号）第５１条の２５第２項の規定により、指定一般相談

支援事業者から次のとおり指定一般相談支援事業を廃止する旨の届出があった。

令和７年１月１７日

愛媛県東予地方局長 客 本 宗 嗣

�愛媛県告示第３８号
身体障害者福祉法（昭和２４年法律第２８３号）第１５条第１項の規定により、次のように医師の指定をした。

令和７年１月１７日

愛媛県知事 中 村 時 広

３８１０２００２０８ いよ路サービス有限会
社

愛媛県今治市鯉池町１
丁目１番２２号 夏 目 幹 男 重度訪問介護 いよ路サービス 愛媛県今治市鯉池町１

丁目１番２２号
令和６年
６月２４日

３８１０５００９２０ 株式会社ソラモア 愛媛県新居浜市中萩町
１１番１１－１２３号 佐々木 宏 樹 居宅介護 ヘルパーステーション

トラスト
愛媛県新居浜市西の土
居町２丁目１３－４３ 新
楽ビル１階

令和６年
８月３１日

３８１１３００６８４ 株式会社 ダンク 愛媛県四国中央市川之
江町１８５６番地１７ 岩 本 高 之 短期入所 ショートステイ だん

だん
愛媛県四国中央市川之
江町７０１－４

令和６年
８月３１日

３８１０５０００６０ 株式会社 悠遊社 愛媛県松山市余戸南２
丁目２４番３８号 寺 河 駿 居宅介護 株式会社悠遊社新居浜

事業所
愛媛県新居浜市瀬戸町
１番１５号

令和６年
９月１日

３８１０５０００６０ 株式会社 悠遊社 愛媛県松山市余戸南２
丁目２４番３８号 寺 河 駿 重度訪問介護 株式会社悠遊社新居浜

事業所
愛媛県新居浜市瀬戸町
１番１５号

令和６年
９月１日

３８１０５０００６０ 株式会社 悠遊社 愛媛県松山市余戸南２
丁目２４番３８号 寺 河 駿 行動援護 株式会社悠遊社新居浜

事業所
愛媛県新居浜市瀬戸町
１番１５号

令和６年
９月１日

３８１０２００２９９ 社会福祉法人 来島会 愛媛県今治市北宝来町
２－２－１２ 越 智 清 仁 就労移行支援 ステップ 愛媛県今治市玉川町別

所甲３２－１
令和６年
９月３０日

３８１０２００２９９ 社会福祉法人 来島会 愛媛県今治市北宝来町
２－２－１２ 越 智 清 仁 就労定着支援 ステップ 愛媛県今治市玉川町別

所甲３２－１
令和６年
９月３０日

３８１０２００５８８ 社会福祉法人 来島会 愛媛県今治市北宝来町
２－２－１２ 越 智 清 仁 生活介護 麦の穂 愛媛県今治市衣干町二

丁目１４４番地３
令和６年
９月３０日

３８１０５００１７７ 有限会社 東予ケア・
サービス

愛媛県新居浜市垣生１
－６－２５ 西 山 美都枝 居宅介護 有限会社東予ケア・サ

ービス
愛媛県新居浜市垣生１
－６－２５

令和６年
９月３０日

３８１０５００１７７ 有限会社 東予ケア・
サービス

愛媛県新居浜市垣生１
－６－２５ 西 山 美都枝 重度訪問介護 有限会社東予ケア・サ

ービス
愛媛県新居浜市垣生１
－６－２５

令和６年
９月３０日

３８１０５００２６８ 株式会社 スマイルラ
ボ

愛媛県新居浜市郷三丁
目６番１０号 渡 邊 誠 一 就労継続支援

Ａ型
多機能型事業所 愛顔
の木

愛媛県新居浜市郷三丁
目６番１０号

令和６年
１１月１５日

３８２０６００７４４ ソーシャルインクルー
株式会社

東京都品川区南大井六
丁目２５番３号 松 下 展 千 共同生活援助 ソーシャルインクルー

ホーム西条西田甲
愛媛県西条市西田甲５６
６－１

令和６年
１１月３０日

３８１０６００９１０ ソーシャルインクルー
株式会社

東京都品川区南大井六
丁目２５番３号 松 下 展 千 短期入所 短期入所 西条西田甲 愛媛県西条市西田甲５６

６－１
令和６年
１１月３０日

３８１１３００６４３ 医療法人 明生会 愛媛県四国中央市金生
町下分１２４９番地の１ 長谷川 一 朗 居宅介護 指定訪問介護事業所

「ふれあい」
愛媛県四国中央市金生
町下分１２４３番地の１

令和６年
１１月３０日

３８１１３００６４３ 医療法人 明生会 愛媛県四国中央市金生
町下分１２４９番地の１ 長谷川 一 朗 重度訪問介護 指定訪問介護事業所

「ふれあい」
愛媛県四国中央市金生
町下分１２４３番地の１

令和６年
１１月３０日

３８１１３００６４３ 医療法人 明生会 愛媛県四国中央市金生
町下分１２４９番地の１ 長谷川 一 朗 同行援護 指定訪問介護事業所

「ふれあい」
愛媛県四国中央市金生
町下分１２４３番地の１

令和６年
１１月３０日

事業者番号
指 定 一 般 相 談 支 援 事 業 者

指定地域相談
支援の種類

廃止に係る指定一般相談支援事業所
廃 止
年 月 日

名 称 主たる事務所
の 所 在 地 代表者の氏名 名 称 所 在 地

３８３０５００３２２ 社会福祉法人 新居浜
愛育会

愛媛県新居浜市大生院
１６８６番地 渡 辺 均 地域移行支援 指定地域相談支援事業

所 まさき育成園
愛媛県新居浜市大生院
１６８６番地

令和６年
８月３１日

３８３０５００３２２ 社会福祉法人 新居浜
愛育会

愛媛県新居浜市大生院
１６８６番地 渡 辺 均 地域定着支援 指定地域相談支援事業

所 まさき育成園
愛媛県新居浜市大生院
１６８６番地

令和６年
８月３１日

診断する身体障害の種類 診療科名 病 院 又 は
診療 所 の 名 称 医 師 氏 名 同 左 所 在 地 指定年月日

肢 体 不 自 由 脳神経外科 愛媛県立今治病院 篠 原 朋 生 今治市石井町四丁目５番５号 令和
７年１月１日
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�愛媛県告示第３９号
身体障害者福祉法（昭和２４年法律第２８３号）第１５条第１項の規定により指定した医師が、次のように所在地を変更した。

令和７年１月１７日

愛媛県知事 中 村 時 広

肢体不自由、音声・言語機能障
害 脳神経外科 住 友 別 子 病 院 菅 原 千 明 新居浜市王子町３番１号 令和

７年１月１日

心臓・じん臓・呼吸器・肝臓機
能障害 外 科 愛媛県立新居浜病院 堀 内 淳 新居浜市本郷三丁目１番１号 令和

７年１月１日

聴 覚 障 害 耳鼻咽喉科 一般財団法人積善会
十全総合病院 � 木 康 平 新居浜市北新町１番５号 令和

７年１月１日

肢 体 不 自 由 整 形 外 科 瀬 戸 内 海 病 院 塚 田 誠 今治市北宝来町二丁目４番地９ 令和
７年１月１日

心 臓 機 能 障 害 循環器内科 愛媛県立新居浜病院 岡 部 光 新居浜市本郷三丁目１番１号 令和
７年１月１日

医 師 氏 名
旧 所 在 地 新 所 在 地

変 更
年月日病院又は診療所の名称 同 左 所 在 地 病院又は診療所の名称 同 左 所 在 地

関 谷 大 独立行政法人地域医療機能推
進機構宇和島病院

宇和島市賀古町二丁目１番３７
号 愛 媛 県 立 新 居 浜 病 院 新居浜市本郷三丁目１番１号 令和６年

４月１日

令和７年１月１７日 発行


